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令和３年８月１３日

各市町村コミュニティ助成事業担当課長

各一部事務組合事務局長 様

中芸広域連合事務局長

高知県中山間振興・交通部

中山間地域対策課長

令和４年度コミュニティ助成事業の募集について（通知）

このことについて、一般財団法人自治総合センターから通知がありました。この事業は自治総合センタ

ーが全国自治宝くじの社会貢献広報事業費として受け入れる宝くじの受託事業収入を財源として、住民の

行うコミュニティ活動を推進し、その健全な発展を図るとともに宝くじの社会貢献広報に資するため、コ

ミュニティ助成事業を実施するものです。助成を希望される団体は、関係資料をご確認のうえ、下記によ

り申請をお願いします。

記

１ 募集対象事業

（１）一般コミュニティ助成事業

（２）コミュニティセンター助成事業

（３）青少年健全育成助成事業

（４）地域づくり助成事業

２ 関係資料

（１）要綱等

・令和４年度コミュニティ助成事業実施要綱

・令和４年度コミュニティ助成事業留意事項

（２）提出資料

・申請概要一覧表（様式第２号の２）

・申請書（様式第１号及び別表）

・その他添付書類（チェックリスト参照）

・申請書提出時チェックリスト

（３）その他

・事業実施に関する留意事項を別添「事業実施にあたっての注意点」にまとめていますので、内容を

ご確認ください。

３ 提出資料及び提出期限【期限厳守】

（１）申請概要一覧表（別記様式第２号の２） 令和３年１１月８日（月）必着

※電子メールにてご提出ください。

（２）申請書（様式第１号及び別表） 令和３年１１月１５日（月）必着

その他添付資料、申請書提出時チェックリスト

※正本１部、写し1部を郵送または直接持参にてご提出ください。



４ 提出先

【電子メール】

070101@ken.pref.kochi.lg.jp

【郵送】

〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1-2-20

高知県中山間振興・交通部 中山間地域対策課 担当：村上

５ その他

（１）下記の事業については、１都道府県からの申請に上限が設けられていますので、要望が多い場合に

は調整させていただくことをあらかじめご了承ください。

・一般コミュニティ助成事業 上限数：３４件

・コミュニティセンター助成事業 上限数： ４件

・地域づくり助成事業（活力ある地域づくり助成事業） 上限数： ２件

（２）助成申請書を作成する際には、実施要綱、留意事項、記載の仕方、申請書提出時チェックリ

ストを参考に、記載漏れ・提出漏れのないようご留意ください。

（３）質問等は、自治総合センターに照会するため、原則メールにてお願いします。（自治総合センターへ

の直接のお問い合わせはお控えください。）

（４）自治総合センターによる助成事業の採択（不採択）の決定は令和４年３月末の予定です。

６ 参考

令和４年度コミュニティ助成事業の助成申請担当課一覧

当文書は、下記（１）（２）（４）（５）について通知するものです。その他の事業については、各担

当課にお問い合わせください。

事業名 担当課 お問合せ先

（１） 一般コミュニティ助成事業
中山間地域対策課 ０８８－８２３－９６０２

（２） コミュニティセンター助成事業

（３）
地域防災組織育成助成事業 ア

南海トラフ地震対

策課
０８８－８２３－９３１７

地域防災組織育成助成事業 イ～カ 消防政策課 ０８８－８２３－９３１８

（４） 青少年健全育成助成事業
中山間地域対策課 ０８８－８２３－９６０２

（５） 地域づくり助成事業

（６） 地域の芸術環境づくり助成事業 文化振興課 ０８８－８２３－９７９３

（７） 地域国際化推進助成事業 国際交流課 ０８８－８２３－９６０５


